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弁 理 士 上田　雅子

第１．事案の概要

本件は、第30類「ぎょうざ、しゅうまい、中華まんじゅう、ハンバーガー、ホットドッグ、穀物の加工品」
を指定商品とし、「キリンフーズ」の文字と図形からなる下記登録商標（本件商標）は、「ＫＩＲＩＮ」・「キリン」・
「麒麟」等の文字からなる下記引用商標１、２、３等（各引用商標）と類似せず（商標法４条１項11号不該当）、
各引用商標を想起・連想させることがなく、当該商品が請求人（原告）あるいは同人と経済的又は組織的に
何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じるおそれはな
い（同項15号不該当）と判断し、本件商標登録の無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。知財


